
18豊 見城市立長嶺小学校いじめ防止基本方針
平成 26年 3月 31日  策定
平成 31年 2月 19日  改定

1 本校の基本方針                        令和 7年 2月 17日  改定
(1)い じめの定義
「いじめ防止対策推進法」において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校

に在籍している等、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行うIb理的又は物理的な影響

を与える行為 (イ ンターネットを通じて行われるものを含む。)であつて、当該行為の対象となつた児

童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2)い じめを防止するための基本的な方針

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び

人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れ

がある。したがつて、本校では、すべての児童がいじめの加害者・被害者とならぬよう、また、い

じめを放置することがないように徹底していじめ防止に努める。同時に、いじめが′い身に及ぼす影

響など、いじめ問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめ防止のための指導を教育

活動全体を通して行う。

(3)学校いじめ防止基本方針の目的

① いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめを絶対に許さない」学校づくりに計画的組織的
に取り組む。

② 学級 。学年等が望ましい集団であるよう指導の充実を図るとともに、児童一人一人の自己有用
感・自己存在感の涵養に努める。

③ 保護者との信頼関係作り、地域や関係機関との連携と協力に努め、社会全体で子どもの健全育
成を図り、いじめのない社会の実現を目指す。

④ 子ども自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築き、いじめを許さない社会の実現に努
める子どもの育成を目指す。

⑤ いじめが認められたら、担任任せにすることなく組織的に対応し、保護者・関係機関とも連携
しながらいじめられている児童の立場に立って行動し、早期解決を図る。

2 本校の現状と課題
本校は、各学年平均 3ク ラスの比較的中規模校である。平成 23年度まで学力に課題があり、平成
24年より、学力向上を学校の重点事項に位置づけ、校内研修による授業改善や学力向上推進の取り
組みなどを行ってきた。その結果、平成 24年度より会々に学力の向上が見られ、平成 26年度から
27年度にかけては、各種調査 (標準学力検査や全国学テ等)では全国 トップクラスの結果を残してい

る。また授業や学校行事などにおいては、保護者をはじめ、地域有志の方々が多く関わるなど、本校

の教育に対する保護者・地域の支援はたいへん大きいものがある。

家庭 。地域・学校が連携 した教育活動により、これまで大きないじめが顕在化することはなかつた。

しかし、平成 27年度よりいじめと見られる事案や小さな トラブルが目立つようになつてきた。また、
不登校ぎみの児童や 30日 以上の長期欠席児童、教育相談を受けている児童、登校支援員・スクール

カウンセラーとの関わりを持っている児童も多くいる。このことから、「安心・安全な学校づくり」

に課題意識をもって取り組む必要があると考える。

今後も、「子どもの発するSOSを 見逃さない」という考えの下、不登校や教育相談に関わる問題
といじめ問題との関連性にも注意を払いつつ、油断することなく「安心・安全な学校づくり」に取り

組みたい。



3 いじめ防止等の指導体制と組織的な対応
(1)日 常的な指導体制

① 校内指導体制及び関係機関との連携
ア 教育相談担当、生徒指導主任、人権教育担当、特活担当等それぞれの役割を明確にし、それ
ぞれの立場でいじめ防止に向けての取り組みの充実並びに連携を図る。

イ 関係機関の機能と役割を理解し、スムーズな連携が図れるよう連絡先を一覧にする。
② 生徒指導部会を毎月一回開催し、各学年の状況報告をしてもらい、必要に応じて関係機関
と連携して対処する。またその情報は、職員会議等で生徒指導主任が報告し、学校全体で共有

するようにする。

(2)未然防止

① 思いやりの心を育てる道徳教育の充実
② 人権に配慮した学級運営と人権擁護委員や弁護士会による人権教室の実施
③ 支持的風土のある学級づくり
④ 保護者との信頼関係づくり
⑤ QUを活用した人間関係形成能力を高める学級づくり
⑥ ネットを介したトラブル防止に向けての取り組み (情報モラルの授業や講演会)
⑦ いじめに対する研修会の実施 (校内研)
③ 生徒指導都会の充実並びに職員間の情報の共有
⑨ 登校支援員並びにスクールカウンセラーの活用
① 沖縄県いじめ対策マニュアル～改訂版～の活用
(3)早期発見

① アンテナを広げ、児童の変容を見逃さない。
ア 児童観察、定期的なアンケー トの実施と確認 (なんでもボックスの活用)
イ 年 2回の教育相談週間の充実
ウ スクールカウンセラーと連携した教育相談活動の充実
工 幼小中間の連携強化
オ 地域との情報交換
② いじめの兆侯に敏感になる。
ア ・>ヱ(校渋り・連続の欠席・明確な理由のない欠席 。一人になることが多い
イ ・からかいの対象になる場面が多い 。靴や物がなくなる等々
(4)早期対応

いじめの兆候が見られたら、本人や周りから聞き取りをするなどすぐ対処し、いじめに発展し

ないよう指導し、小さい芽のうちに摘み取る。

(5)ネ ット上でのいじめの対応

情報モラル教育を通して、メールの送受信の際のマナー指導を徹底する。

4 いじめに対する措置
(1)い じめの発見・通報を受けたときの対応
発見通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まずに速やかに組織的に対応する。児童や保

護者からの相談や訴えに対しては真摯に傾聴し、事実の聞き取りなどにあたる。いじめが確認され

た場合には、保護者に事実関係を伝え、いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確

保し、加害児童の指導にあたる。
(2)い じめられた児童またはその保護者への支援
いじめられた児童や保護者に対しては、徹底して守り通すことや秘密を守ることなどを伝えた上

で、不安を除去するとともに安全を確保する。また、児童にとつて信頼できる人と連携し、いじめ

られた児童に寄り添う支える体制を作る。いじめが解決したと思われる場合でも継続して注意を払
い、必要な支援を行う。
(3)い じめた児童への指導またはその保護者への助言
いじめたとされる児童から事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合には、

必要に応じて関係機関の協力も得て、いじめ防止の措置をとる。事実聴取後、迅速に保護者に連絡

し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上で、学校と保護者が連携して、以後の対応を適切に

行えるよう協力を求め助言を行 う。いじめは人格を傷つけ、生命・身体又は財産を脅かす行為で



あることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。いじめの背景にも目をむけながら対応を進

める。
(4)い じめが起きた集団への働きかけ
いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。傍観するのではなく、誰かに

知らせる勇気をもつことを伝えると同時に、はやし立てるなどして同調していた児童に対しても、

それらの行為をいじめに加担する行為であることを理解させる。また全ての児童が集団の一員とし

て、互いを尊重し認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていくことが大切である。

(5)重大事態への対処
いじめにより、児童の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当期間学校を欠席す

ることを余儀なくされている疑いがあると認めるときは、速やかに教育委員会に報告する。

(6)指導計画

期日(期間) 取り組み内容

1

2

3

4

5

6

4月 始めの職員会議

6月 頃・ 12月 頃

5月 ～ 11月 の間

夏体みの校内研

毎月実施 (第二木曜)

月末の月曜日又は木曜 日

長嶺小学校いじめ防止基本方針の周知を図る。

教育相談週間 ※教育相談アンケー ト実施

人権教室の開催

いじめ防止に関わる校内研修の実施

「安心アンケー ト」の実施

校内委員会・生徒指導部会 (い じめ防止委員会)

4 組織の設置及び組織的な取り組み

(1)名称  「いじめ防止委員会」
いじめ防止委員会委員長を教頭とする。構成員は下記の通 りとし、児童がいじめを受けてい

る事案が発生し、会開催が必要と思われたとき、校長が会を招集する。

(2)構成員   校長、教頭、教務、生徒指導主任、教育相談担当、人権担当、各学年代表
跡要に応して次の外部の専門家を招聘する。

〔 暮墜藷暴差全てて電富Fち ,'C修量i娑獄厄藍蔑機関       〕
(3)組織図

※外部の専門家は、教育委員会に予算措置を要請

(4)組織の役割

① 早期発見のために取り組みを積極的に実施する。
② 児童の変化やいじめの兆候をいち早く察知するために学級学年間の情報を収集 。共有し、いじめ
の認定を行うと共に、迅速に適切な初期対応を行い、早期解決を図る。

③ いじめ事案発生に対して、組織的な対応を中心となつて行う。
④ 児童や家庭に向けて、いじめ防止の啓発活動を実施する。
⑤ 教職員に対していじめ防止に関する研修を行う。

長

頭

校

教

島尻教育事務所スクールカウンセラー

豊見城教育委員会PTA役員

児童家庭課・児童相談所豊見城警察署

いじめ防止委員会
※生徒指導委員会の機能に位置づける。
。生徒指導主任  ・教育相談担当 。人権担当

・登校支援担当・各学年代表
。その他関係職員

※必要に応じて外部の専門家を招聘



いじめ発生

5 いじめ発生時の対応の流れ
・本人・保護者・他の児童からの訴え

・アンケー トによる発見 (なんでもボンクス等 )

。「サイン」の発見

保護者と連携

☆一次対応

○迅速にいじめに関する事実関係を伝えるととも

に、今後の指導方針・対応を伝え理解を得る。

○指導の経過、または指導後の様子について保護

者に伝える。

○両方の保護者を交えた話し合いも検討する。

☆二次対応

○今後の指導方針や方法の伝達

○保護者の要望の聴取と今後の連携の確認

○家庭教育力の向上に向けての資料の提供

※冨意点  加書・被害児童の指導や間き取り、また保護者対応に当たっては、学年主任や校長・教頭のロノも言を仰ぐ。

重大事態への対応

生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ

れている疑いがある場合は、重大事態ととらえ次の対処を行 う。

(1)重大事態が発生した旨を豊見城市教育委員会に速やかに報告する。必要に応じて専門機関や警察

等、関係機関への通報を行い、支援を要請する。

(2)当該事案に対処する調査の主体を委員会が設置するか、学校内の組織 (い じめ防止委員会)を活用

関係機関 (警察署 日児相・民政委員、カ

ウンセラー等々)

6

校長・教頭(担任 日関係職員)

報

告

委

員

会報告

と

指導

○校長・教頭はその対処につい

ての指導を行い、今後の方針

を示す。

○校長は必要に応じて、「いじ

め防止委員会」を招集する。

O重大事態の疑いがあれば、速

やかに委員会に報告する。

☆一次対応

①情報の収集と事実関係の把握

・児童、教職員等から聞き取りをするなど情

報を集め、事実関係を把握し整理する。

・事実関係に整合性や客観性があるか、関係

児童や関係職員に確認を行う。

②加害児童への指導

事実を元に加害児童に確認し、複数で指導

を行う。場合によつては、被害児童・保護者

を交えた指導を行う。

③児童への指導と支援 |いのケア)
。いじめられている児童・いじめを伝えた児

童の安全確保と支援

★二次対応

①被害児童の見守りと声かけ(観察・指導)

②いじめは絶対いけない、許さないという担

任の強い意志を伝える。

③共感的人間関係作りや自己存在感を実感で

きる人間関係作りの推進 (道徳・特活)

招集

いじめ防止委員会

☆いじめ防止委員会の主な内容

。いじめ問題の概要確認

・いじめや重大事態疑いの認定

。対応等への指導助言やアドバイス

・指導体制の確認

・関係機関との連携

・専門家からの指導助言

連携



して行 うかなどの調査方法について、委員会の指示・指導を仰ぐ。

(3)重大事態調査組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施し、当該事態の事実関

係の精査と今後の解決方法について協議を行い、それに基づき速やかに対処する。

(4)上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、明らかになつた事実関係その他

の必要な情報を適切に提供する。これらの情報の提供に当たつては、他の児童生徒のプライバシー

に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し適切に提供する。

7 重大事態対応フロー図   (学 校用)
□いじめの疑いに関する情報

○第 22条 「いじめの防止等の対策のための組織」でいじめの疑いに関する情報の収集と記録・共有
○いじめの事実の確認を行い、結果を設置者へ報告

□重大事態の発生

□学校の設置者が、重大事態の調査の主体を判断

学校の設置者の指導・助言のもと、以下のような対応イ

●学校の下に、重大事態の調査組織を設置

※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し 当該いじめ事案の関係者と直接の人間関

係又は特別の利害関係を有しない第二者の参加を図ることにより、当該調査の公平性
。中立性

を確保するよう努めることが求められる。

※第 22条に基づく「いじめ防止等の対策のための組織」を母体として、当該重大事態の性質に

応じて適切な専門家を加えるなどの方法も考えられる。

調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施

※いじめ行為の事実関係を、可能な限り羅列的に明確にする。この際

きではなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべき。

囚果関係の特定を急 ぐべ

※たとえ調査主体に不都合なことがあつても、事実にしつかりと向き合おうとする姿勢が重要。

※これまでに学校で先行して調査している場合も、調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査

を実施。

いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対しても情報を適切に提供

※調査により明らかになった事実関係に基づいて、情報を適切に提供 (適時・適切な方法で、経過

報告があることが望ましい。 )

※関係者の個人情報に十分配慮。ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなこと

があってはならない。

※得られたアンケー トは、いじめられた児童生徒や保護者に提供する場合があることを念頭にお

き、調査に先立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置が必要。

調査結果を学校の設置者に報告 (※設置者から地方公共団体の長等に報告)7

※いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はそ

の保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。

●調査結果を踏まえた必要な措置

当たるア
」
・‥
‐
‐
・　

ヽ

○設置者に重大事態の発生を報告

ア「生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」 (児童生徒が自殺を企図した場合など)

イ「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」 (年間 30日 を目安。一定期間連続し

て欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手)

※「児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき」

O地方公共団体の長等に報告 (公立 :学校から設置者を経由して)

学校が 1,‖ オ` |:休げ)場合

′
半1交σ)設 |″t者 がlllrヽ i:休げ)場

●設置者の指示のもと、資料の提出など、調査に協力


